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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２５年６月１４日（金）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　午前１１時３９分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 大澤千恵子 副委員長柴田繁勝  委　　員 川端福江

委　　員 渡辺慎吾  委　　員安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正　　教育長　箸尾谷知也

次世代育成部長　登阪　弘　同部次長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘

生涯学習部長　宮部善隆　 文化スポーツ課長　日垣智之

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局書記　長澤佳子

１．審査案件（審査順）

議案第３６号　平成２５年度摂津市一般会計補正予算（第１号）所管分

議案第４２号　摂津市子ども・子育て会議条例制定の件

議案第４３号　摂津市立温水プール条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○大澤千恵子委員長　それでは、ただい

まから文教常任委員会を開会いたします。

　理事者から、あいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　連日、猛暑が続いておりますが、雨の

少ないのがちょっと気になるところでご

ざいますが、そんな中、本日は、文教常

任委員会をおもちいただきまして、大変

ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で委員会に付託

されました３案件についてご審査を賜り

ますこと、どうぞ慎重審査の上、ご可決

いただきますよう、よろしくお願いいた

します。

　一たん中座をさせていただきます。

○大澤千恵子委員長　あいさつが終わり

ました。

　本日の委員会記録署名議員は、柴田委

員を指名します。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しております案のとおり行うことに

異議ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　異議なしと認め、

そのように決定いたします。

　暫時休憩します。

（午前１０時３分　休憩）

（午前１０時４分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　議案第３６号所管分の審査を行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　川端委員。

○川端福江委員　おはようございます。

　それでは、１点だけ質問させていただ

きたいと思います。

　補正予算書４ページ起債の目的のとこ

ろにあります、スポーツセンター耐震補

強等の事業ということで出ておりますけ

れども、これは、三宅スポーツセンター、

味舌スポーツセンターの改修に伴うこと

でありますが、この耐震事業をする間、

工期が約半年間と言いますか、以前に知

らせていただいておりますけども、１０

月１日から来年の３月３１日までという

ことで、この期間がかかるわけでありま

すけれども、この利用の停止施設が、体

育施設と運動広場ということになってお

ります。

　事前にそういったご報告もいただいて

おりますけども、やっぱり、資材、機材

といいますか、ものを置くということも

ありまして、危険がないようにという、

そういった配慮の下に、両方とも体育室

も運動広場も利用ができませんというこ

となのですけど、利用されている方だっ

たら、半年間は長いですし、今、摂津市

の体育館というのも当然ありませんので、

分散した形になっておりますし、ほかの

ところを使えばいいようなものでありま

すけれども、やっぱりここの、よくいつ

も使っていらっしゃる方は、大変な思い

をされるのではないかと思います。また、

そういうお声も市民からいただいており

ますので、この運動場の広場をせめて土

日とかだけでも使えるようにできないの

でしょうかということでご質問したいと

思います。よろしくお願いいたします。

○大澤千恵子委員長　暫時休憩いたしま

す。

（午前１０時６分　休憩）

（午前１０時８分　再開）

○大澤千恵子委員長　再開します。

　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　三宅スポーツセン

ター、味舌スポーツセンターにつきまし

ては、今年度、耐震補強工事、並びに、

大規模改修工事を実施させていただく予
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定といたしております。

　明日、６月１５日号の広報でございま

すけれども、１０月１日から、翌年の３

月３１日まで工事の予定ということで、

休館するという旨のお知らせをさせてい

ただきます。

　工事の施設につきましては、体育室と

いうことでございますけれども、工事の

一応の安全性も考えまして、運動広場も

利用停止という形にさせていただいてお

ります。

　現在、実施設計を行っておりまして、

工事の内容等、まだ、未定でございます。

　今後、工事の内容等明確になってまい

りましたら、その中でどこまで工事車両

等が運動広場で必要なのか、そういった

ところも考えながら、今後、実際に工事

に入るに当たりましては、そういった運

動広場の利用につきましても、もう一度、

検討させていただきたいというふうに考

えております。

○大澤千恵子委員長　川端委員。

○川端福江委員　ありがとうございます。

　当然、工事車両も入りますし、危険が

ないようにという万全の態勢で、そうい

うのは重々承知しておりますけれども、

半年という期間が長いこともありますし、

今、お答えいただきましたように、その

工事車両がどれくらいに必要なのかとい

うのも、これから検討していくと言って

いただきましたので、ぜひ、検討してい

ただいて、それこそ、場所的にも量もわ

かりませんけれども、少しでも土日、せ

めて土日が使えるような方向に検討をお

願いしておきたいなと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

○大澤千恵子委員長　ほか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。

　私は、１４ページ、１５ページの子ど

も・子育て会議委員報酬及び一時保育委

託料に関して質問したいと思います。

　こちらのほうは、国のほうの子ども・

子育て支援関連三法の成立に基づいて、

摂津市でも子ども・子育て会議をつくっ

て、これから議論をしていくというよう

なことでの委員の報酬と、委員の会議、

出席を補償するという意味合いで、お子

さんをお持ちの方の委員にも参加しても

らえるように、一時保育の予算も組んで

いただいているというふうに理解をして

いるところですが、この子ども・子育て

支援法の前の現在継続中であります次世

代育成行動計画推進協議会と、今回の子

ども・子育て会議について、その違いを、

ちょっと後から条例関係もあるかと思い

ますけれども、その違いと、国、府の補

助金というのはついておりませんが、次

世代育成支援推進行動計画協議会のとき

との違いはどうなのか、ちょっとお聞か

せいただきたいのと、今後、この子ども・

子育て会議が子ども・子育ての計画をこ

れから立てていくことになるかと思いま

すけれども、財源上はどんなふうになっ

ていくのか、その点をお聞かせいただき

たいと思います。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　まず初めに、次

世代育成支援行動計画と、子ども・子育

て支援事業計画の違いでございますけれ

ども、ご承知のように、次世代育成支援

行動計画につきましては、平成２６年度

末までの計画となっております。

　子ども・子育て支援事業計画につきま

しては、平成２７年４月からの計画となっ

ておりますので、この次世代の計画を引

き継ぐ計画になると考えております。

　その中で、次世代育成支援行動計画と、

子ども・子育て会議との違いと言います

と、今、国のほうからお示しされており
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ます資料等を見ますと、次世代育成支援

行動計画につきましては、０歳から１８

歳までを対象に、地方公共団体及び事業

主に対しまして、子育て環境の整備、ま

た、仕事と子育ての両立のための取り組

みについて、行動計画として策定しなさ

いということが義務づけられております。

　その中では、保健であったり、教育、

労働、生活環境、こういった行政の各分

野にわたった総合的な計画になっており

ます。

　今回の子ども・子育て支援事業計画に

つきましては、国の説明資料によります

と、平成２７年度からの５年間におけま

すとりわけ幼児期の学校教育、保育、ま

た、あるいは、地域の子育て支援につい

ての需給計画的な要素が強い計画になろ

うかと考えております。

　国の財政的な補助につきましては、今

回の補正予算で挙げさせていただいてお

ります分はゼロとなっておりますけれど

も、現在、国のほうでも４月から子ども・

子育て会議を立ち上げられまして、いろ

いろな制度設計、また、市町村への補助

の関係についても議論されているとお聞

きしておりますので、その中で、一定示

されてくるのかなと思っております。

　あと、計画を立てるに当たって、ニー

ズ調査をし、計画を立てていきますけれ

ども、そこの部分については、それに特

化した特定財源としての補助というのは、

国としては、今のところは考えていない

という説明でございます。

　今後も国の子ども・子育て会議の中で

議論されていくということになりますの

で、情報収集してまいりたいと思ってお

ります。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　また、この後の条例の審

査のほうでもお聞きしたいと思いますけ

れども、少なくとも次世代育成行動計画

が平成２６年までということで、新たな

子育て環境をどうしていくのかというよ

うな大きな計画が国、摂津市、大阪府と

いうふうにたてられていくというふうに

思います。

　これまでの計画よりも、少し就学前で

あるとか、地域の教育ということで、今、

進んでいる次世代育成計画の子育て環境

全体から、労働環境、子育てを中心にし

た労働関係も含めて、大きく目標値をた

てて進めていくという性格よりも、少し

特化したような中身になっていくるので

はないかというようなお話でありました。

　しかし、やっぱり子育てというのは、

当事者の保護者であったり、学校、幼稚

園であったり、もちろん役所であったり、

地域の方々との連携に基づいてやられて

いくべきものであって、同時に働きなが

ら子育てをしていくという点では、市内

の事業所であったり、労働環境という点

についても、そういった観点というのは、

やっぱり見逃せないところがあると思う

のです。

　国のほうから共通の指針が出てそれに

基づいてということだと思うのですけれ

ども、そういった指針に基づいて協議を

されていくのに加えて、これまでの次世

代育成計画の中身もしっかりと検証して、

それを生かしていくような論議をしてい

ただきたいと思うのですけれども、次世

代育成計画、まだ進んでいる途中ですけ

れども、進捗状況も随時報告をいただい

ているかと思いますが、その次世代育成

計画の現段階での進捗状況と、それから、

評価、それを今度の子ども・子育て会議

にどのように生かしていくのか、そのた

めの補償という点では、メンバーの選定

もあるかと思いますけれども、その点だ

け、一度、お聞かせいただけたらと思い
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ます。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　次世代育成支援

行動計画につきましては、現在、後期計

画で取り組んでおりますけれども、平成

平成２６年度までの計画になっておりま

す。

　５年間の長期計画をたてまして、私ど

ものほうも毎年、毎年、進捗状況調査と

いうのをやりまして、次世代育成支援行

動計画推進協議会、そちらのほうにも諮

らせていただいて、成果と課題を踏まえ

て、翌年度の取り組みについて協議して

おります。

　平成２７年度からの子ども・子育て支

援事業計画につきましても、当然、その

平成２６年度までの次世代育成支援行動

計画の成果と課題を踏まえて、取り組ん

でいくべきことだと思っております。

　また、会議の委員につきましても、現

在、次世代育成支援行動計画推進協議会

のほうに参画していただいている選出団

体等を中心としてご参画いただけたら継

続的な議論になろうかなと思っておりま

すので、委員選出については、そういっ

たことも配慮しながら努めてまいりたい

と思います。

○大澤千恵子委員長　ほか。渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　１点だけ質問させてい

ただきます。

　法律に基づいて、このような制度がで

き、そして、摂津市もそのルールに基づ

いて、これから構築していきはるという

ように思うのですけれども、全国的に市

町村、全てこういう形になると思うので

すが、地域の独自性というのが、当然、

そこに加味されるというふうに思います。

　今後、教育長からお話聞きたいのです

が、この会議をどのような形で育ててい

くか、どのようなあなたのご意思を入れ

ながら、地域性を入れながら育てていく

か、ちょっとひと言お聞きしたいと思い

ます。

○大澤千恵子委員長　教育長。

○箸尾谷教育長　今、学校では、さまざ

まな課題がありまして、各地域の方も含

めて対応していただいておりますけれど

も、特に、小中学校の義務教育に携わっ

てきまして余計思いますのは、就学前の

子どもをいかに育てていくかというのが

一番大事だなということです。

　そういう意味では、教育委員会は、軸

足がどうしても小中学校のほうに移りが

ちなのですけれども、やはり、地域の方々、

専門家の方々のご意見もいただきながら、

子育て支援計画等きちんとしたものをつ

くって、今後の摂津のまちづくりの力に

なってもらえるような人材育成をしてい

きたいと思っております。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　三つ子の魂百までとい

うのですけれども、三つ子よりもう少し

上の子たちが相手だと思うのです。

　その面から、今、中学生で非常に地域

的に荒れた中学校があるということ、そ

の原因は何かというたら、主に家庭の問

題が多いと思うのですけれども、ずっと

たどっていったら小学校から、そして、

そのまたずっとたどっていったら、就学

前も一つの原因があるということで、非

常に地域によって状況が変わると思いま

す。

　私たち委員は、地域に戻って、路地裏、

その辺の方々といろいろ話をしながら、

子どもたちの動向をしっかりと見ており

ます。

　その中で、机上の空論と言ったら怒ら

れますけれども、机上の話し合いではな

くて、そういう多目的にいろんな方々の、

ここにそれぞれの専門分野の方を委員と
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して迎えるということになっております

けれども、やっぱり、その生の声を聞け

るような方々をセレクトして、その会議

に加わってもらうことが最重要ではない

かと思いますので、その辺のご配慮をよ

ろしくお願いしたいと思います。

○大澤千恵子委員長　他にありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　質疑なしと認め、

質疑を終わります。

　それでは、議案第４２号の審査を行い

ます。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　それでは、３６号に続い

て、子ども・子育て会議について、少し

お聞きしておきたいと思います。

　委員の選定も先ほどお伺いいたしまし

たが、今後の会議の日程、それから、計

画策定に向けてのスケジュール、会議の

開催の予定されている回数であるとか、

それから、会議の進め方、資料、当然、

国からの共通の指針が出てきたり、ニー

ズ調査をどういうものにするのか、ニー

ズ調査の結果をどう生かしていくかとい

う議論が出てくるかと思うのですけれど

も、その点の現在でのお考えの持ち方。

　それから、今、渡辺委員からもお話が

あったと思いますけども、いろんな分野

の人の意見を聴収していただいて、摂津

市の子どもたちに、非常に生の声を生か

した計画にしていただいて、生きた計画

をつくっていただきたいということで、

委員さんの選定もあるかと思うのですけ

ども、会議の中で専門の方に来ていただ

いて、意見を聴取するという機会も条例

の中に書かれていたと思います。そういっ

たことについても積極的にやっていただ

きたいと思いますが、お考えはいかがか

お聞かせいただきたい。

　それから、やっぱりこうした会議とい

うのは、開かれたところでやっていただ

くのが大事なことではないかなと思いま

す。会議の公開であるとか、議事録とか、

会議で示された資料の公開について、ど

のようにお考えになっておられるのか、

お聞かせください。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　まず初めに、子

ども・子育て会議のスケジュールでござ

いますけれども、現在、進めさせていた

だいております子ども・子育て会議委員

の報酬も挙げさせていただいております

けれども、この委員の選定に当たりまし

ては、私どもの教育委員会会議の中で、

委員の公募であったり、選出団体等の選

出方法等についても議論をしていただき

ながら、委員構成について固めていきた

いと考えております。

　それと、やはり、この子ども・子育て

会議の目的であります、保護者の方が子

育ての第一義的責任を負っていただかな

ければならないといったことで、保護者

の方の参画が必要であると考えておりま

すので、そういった子育て中の方々の委

員を公募いたしまして、この会議に参画

をしていただこうと思っております。

　その後、国からの基本指針であったり、

ニーズ調査の素案等が９月から１０月こ

ろに示されるということでございますの

で、秋以降に会議を持ちながらニーズ調

査の内容、また、ニーズ調査の対象者、

こういった方々を議論していただきたい。

　そして、ニーズ調査に基づいて、分析、

集計が出てまいりますので、その分析、

集計を踏まて、今年度、残り後３回、合

計、今年度は４回、子ども・子育て会議

を開催してまいりたいと考えております。

　その中では、いろいろな国、府からの
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指導なりご意見等もありますので、その

都度、会議の中で事前に資料をお渡しし、

考え方等を持ち寄っていただくような会

議運営にしてまいりたいと考えておりま

す。

　いろんな分野の方の意見をお聞きする

といったご質問でございますけれども、

やはり、この子ども・子育て会議の中だ

けではなしに、いろんなところで生の意

見をお聞きすることが必要と思います。

　昨日も、大阪府が主導で行っていただ

きました北摂ブロックの会議があったの

ですけれども、その中では、例えば、妊

娠中の方に将来の子育てについてお聞き

したらどうかとか、将来の大人になる中

学生、高校生の方にもそういったニーズ

を把握するような場をもったらいいので

はないかとか、子育てグループで活動さ

れているところにいってご意見をいただ

いたらいいのではないかとか、いろんな

ご意見がありました。

　それぞれ、各市の実情に応じてニーズ

調査の内容とか、方法等については決め

ていくことになると思いますけれども、

私どももそういったご意見も参考にして、

また、子ども・子育て会議の委員のご意

見を参考にして取り組んでまいりたいと

思っております。

　会議については、原則公開ということ

で考えております。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　ありがとうございます。

　大切な計画になっていきます。今、摂

津市も含めてどこの自治体でも働きなが

ら子育てをするといって、非常に重要な

制度となっております保育所の待機児童

の問題が大きくなっております。

　この子ども・子育て会議の中には、こ

ういった保育の分野に株式会社も参入し

やすくなってくるという、そういった意

味合いのものも含まれているかと思いま

す。

　しかし、摂津市では、現在も進行中の

南千里丘での新たな保育所も社会福祉法

人で認可保育所できちんとした保育をやっ

ていこうという方針の下、現在、進行し

ていらっしゃることについては、私は評

価しているのです。

　ですから、待機児の問題についても、

摂津市がきちんと保育の責任を負ってい

くという立場を堅持しながら、議論を進

めていただきたいなということを要望し

ておきたいと思います。

　それから、会議の進め方で事前に資料

を配布をして、また、いろんな方の意見

も広く聞いてやっていきたいというお話

でありました。ぜひ、そういうふうにし

ていただきたいと思います。

　ただ、国からの指針が出てきて、その

指針に基づいて、しかも期日が決まって

いるような審議会とか、このような会議

において、往々にして結論ありきの進め

方になっていることが、この間のいろい

ろな経験から非常に心配されることで、

せっかく時間をとって参加していただい

ても、意見を言うけれどもそれがきちん

と反映されるのか、されないのか、その

辺をきちんと合意の下で進めていただき

たいというふうに思いますが、その辺の

お考えをもう一度、お聞かせをいただき

たいということです。

　条例の中で、条文の中に次世代育成計

画の推進協議会の条例と、ちょっと違う

なと思う点があるのですけれども、条例

の第６条にあります議事のところの第３

項です。会議の議事が出席委員の過半数

で決し、可否同数のときは議長の決する

ところによるということで、この次世代

育成計画の推進協議会のときには、この

ような文章はなかったと思うのです。
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　今回、このように一定の方向性で、仮

に、反対意見、賛成意見、意見が分かれ

たときも、最終的に会議としての統一意

見にまとめていくというような文章だと

思いますけども、その辺、次世代等の計

画と、この会議の性格上の違い、それか

ら、この文言によっていろんなさまざま

な意見があるけれども、多数で意見を通

してしまうような、議事の運営、進行状

況になりはしないかという点は、ちょっ

と気になるところなので、その点のお考

えもちょっとお聞かせをいただけないか

なと思います。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　子ども・子育て

会議の出席委員、また、その他の方々の

意見を反映できるようにということのご

質問でございましたけれども、やはり子

ども・子育て会議委員の方々のご意見と

いうのは、当然、さまざまな考え方の方

がおられます。

　その中で、ご自分の意見というのは、

大切にはさせていただきます。全体の中

で活発に意見を述べていただくには、例

えばしゃべりにくい雰囲気をつくらない

とか、会議の場の設定の仕方、会議の雰

囲気づくりというのも大事なことかなと

思いますので、そういったことも踏まえ

て、活発な議論の場となるように努めて

まいりたいと考えております。

　それと、第６条の議事、第３項の考え

方ですけれども、子ども・子育て会議に

ついては、摂津市のさまざまな子ども・

子育て支援施策について、子ども・子育

て支援事業計画の中に盛り込む事項を決

めていくことになろうかと思います。

　それと、子ども・子育て支援事業計画

の中に盛り込む義務づけの記載事項とい

うのがございまして、１つ目は、教育、

保育、子育て支援を提供する区域の設定、

例えば、利用される方の区域を、安威川

以南・以北として、子ども・子育て支援

の確保を考えるのか、あるいは中学校区

で考えるのか、小学校区で考えるのか、

こういった区域の設定をまずは盛り込ま

なければならない。

　また、もう１つは、幼児期の学校教育、

保育、地域子ども・子育て支援事業、こ

ういったことに対する需要量の見込み、

ニーズ調査から見える需要量の見込みと、

それの供給体制の確保、内容、またその

実施時期はいつなのか、これが２点目に

盛り込むべきことです。

　それと、３点目が子ども・子育て支援

給付といいまして、制度では、施設型給

付であったり、地域型保育給付という文

言になっておりますけれども、こういっ

た保育所、幼稚園等に対する給付の提供

や子ども・子育て支援施策の体制の確保、

こういったものを記載することになって

おります。

　こういったところで、やはり、例えば、

１点目の区域の設定等についても、一定、

決めなければならないといった判断をす

る場合は、第６条、第３項の規定の中で

決めていくことになろうかと思います。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　ありがとうございます。

　次世代育成行動計画推進協議会のほう

については、摂津の教育委員会のホーム

ページからとらせていただいていて要項

になっています。今度は、条例というふ

うな形になっております。

　今、ご説明いただきましたが、決めな

ければいけない、計画の中で決めていか

なければいけないことについての取り決

めだというふうに認識をいたしました。

　ただ、いろいろなご意見をいただく中

で、例えば、摂津市の子ども・子育て支

援計画の中で、一定の方向性であるとか、
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それから、考え方について、一つの考え

方のみによって話を進めていくことのな

いように、その点は、ぜひ、考えていた

だいて進めていただけたらなというふう

に思います。

　決めなければいけないことについての

ルールとして受けとめましたので、よろ

しくお願いいたします。

　先ほども申し上げましたけれども、今

後の国の子育てであるとか、子育てを支

援していくための大事な摂津市の計画に

なっていくかと思います。

　この法律をちょっと見ますと、第３条

に市町村の責務という条項があるのです。

そこには、支援給付や支援事業を総合的、

かつ計画的に行うこと第１項に書かれて

いまして、第２項には、保護者に対して

必要な援助を行う。そして、第３項には、

保護者が多様な施設、または、事業所か

ら良質かつ適切な教育及び保育その他の

子ども・子育て支援が総合的かつ効率的

に提供されるよう、その提供体制を確保

することというふうに、市の責務が書か

れています。

　良質かつ適切な教育、保育という点に

ついて、最後にお聞かせいただいて、そ

ういった方向で、立場、先ほど申し上げ

ました認可保育所、それから、市の保育

の実施責任等を堅持していただくことを

要望しまして、その点だけ最後、聞かせ

ていただきたいと思います。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　良質かつ適切な

教育、保育ということで、当然、子ども・

子育て支援事業計画を立てるに当たって、

ニーズ調査というのをさせていただきま

すけれども、その中で、やはりニーズに

対する供給体制、その数だけをそろえる

だけではなしに、そこでは、やはり、質

が大事な部分だと思います。

　その点では、国でも保育士の確保等も

含めて、研修体制、保育士、幼稚園教諭

の免許の件についても、体制を整備され

るということでお聞きしております。現

在、保育、教育に携わっておられる施設

の方々はもちろんですけれども、新たに

子ども・子育て支援に加わっていただけ

るような方にしても、市としての考え方

なり、質を大事にしていただきたいといっ

たことは、求めていくようにしてまいり

たいと考えております。

○大澤千恵子委員長　川端委員。

○川端福江委員　それでは、質問させて

いただきたいと思います。

　今、お話がありました、これは国から

子ども・子育て会議の条例を制定しなさ

いということで、当然、おりてきている

わけでありまして、先ほど、教育長もど

うしても子育てというのは、小中学生に

目が向くようでありますけれども、以前

の就学前という、全体を通してでしょう

けれども、そういったことにも力を入れ

ていくというような形で、それは、もう

国のほうから全市区町村、全国津々浦々

にそういうものがおりてきたわけです。

　やっていこうと、日本の将来を考えた

場合に、本当に、今の小さいころは大事

だという、また、小さいころからのかか

わりが大事だという方向だと思いますけ

ど、今回のこの子ども・子育て会議条例

の制定を受けまして、一言で今回のこの

目的というのは何だと認識をされている

のでしょうか、ちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

○大澤千恵子委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　一言で難しいの

ですけれど、やはり、子ども・子育て支

援法というのが、平成２４年８月に制定

されまして、委員おっしゃっているよう

に、子ども・子育て支援事業計画の策定
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というのが、市町村に義務づけられまし

た。

　この中で、国の考え方というのは、や

はり、子ども・子育て、これについては、

国が主導していくのではなしに、市町村

が実施主体となってやっていきなさいと

いったことで、この子ども・子育て支援

事業計画の策定が義務づけられたものと

考えております。

　私どものほうも、やはりその摂津に合っ

た子ども・子育て支援というやり方は、

他市にはないやり方もしておりますし、

他市には、少し劣っている部分もあるか

もわかりません。

　そういったとこも含めて、摂津市らし

い子ども・子育て支援施策となるよう、

先ほど言いました区域の設定も含めて、

より身近なところで、いろんな子ども・

子育て支援施策が充実するように、取り

組んでまいりたいと考えております。

○大澤千恵子委員長　川端委員。

○川端福江委員　摂津市は、先ほども言

われておりました次世代育成行動計画も

先に先にいろんな検討もされていますけ

れども、やっぱり、今回のこういう市区

町村、行政区で中心になってやっていく

ことでありますけれども、国からこういっ

た条例の制定があったということも大き

く踏まえて、本当に健全な子どもを育て

ていくというか、思いやりのある、どん

なことにも負けない子どもという、また、

いじめのない社会、なかなか難しいです

けれども、そういった全般としては当然

でありますけれども、そういったことを

基盤として、みなの認識の上にたって、

これからのいろんな子育て会議の条例の

制定をお願いしておきたいなと思います

ので、要望としておきます。

○大澤千恵子委員長　渡辺委員。

○渡辺慎吾委員　１点だけ、これは要望

になると思うのですけれども、先ほど、

安藤委員もちらっと言っておられました

けれども、摂津市のさまざまなこういう

会とか委員会、そういう民間市民を取り

入れての会議なんかは、大体、同じよう

な方が重なっていることが多いのです。

　そういう点で、この委員会の独自性と

言いますか、さまざまな分野から先ほど

も言いましたけど意見を聞く、そして、

会議室での会議だけではなくて、積極的

に外に出るということも必要だというふ

うに思います。

　当然、保育園とか、幼稚園なんかで、

そういうのに入っている子どもたちとい

うのは、接する機会があるのですけれど

も、その以前の保育園、幼稚園に入る前

の子どもたち、昔は大家族の中でそうい

うお年寄りがいて、さまざまな子育てに

対してのアドバイスを受けていたのです

けれども、若い世代の方々を見ますと、

やっぱり自分たちで暗中模索しながら、

子育てをやっている方が多々おられるの

です。

　そういう方々のさまざまな意見を取り

入れて、積極的にこの会議が外に出て、

先ほど小林課長もおっしゃったように、

また、その校区割にするか、安威川以南

以北で大きくくくるかというのは、これ

はそれぞれ決めていただいたらいいと思

うのですけど、そういう形の意見を吸い

上げて、そのニーズが１００％聞くわけ

にいかないですけど、今、どのような形

で子どもを子育てすることに悩んでいる、

どのような問題になるかということを、

単に２０人なら２０人の委員だけでの話

し合いではなくて、大きな市民、そうい

う方々の意見を吸い上げるということで、

なんべんも言いますけれども、外に出る

会議にしていただきたい、そういうこと

を要望したいと思います。
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○大澤千恵子委員長　柴田委員。

○柴田繁勝委員　各委員が述べられたよ

うに、私も子育て会議というのは、大変

なことだけれども、ペーパーと言うんで

すか、机上の議論になってしまっては大

変だと思うのです。

　最近の子育てで一番悩んでおられるの

は、本当に子育てに自信がなくなって、

それが虐待につながったり、いろいろな

問題を発生させているということがあり

ますので、その辺の実態をもう少し、先

ほど渡辺委員もおっしゃったと思うけど、

よく見たなかから、やっぱり子育てとい

うのはどうあるべきかということを十分

摂津市独自の子育て方向というのを編み

出していただいても結構なのですが、やっ

ぱりやっていただきたいなというふうに

思いますので、これは、私も要望として

述べておきたいと思います。

○大澤千恵子委員長　他にありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　質疑なしと認め、

質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午前１０時４４分　休憩）

（午前１０時４５分　再開）

○大澤千恵子委員長　第４３号の審査を

行います。

　本件については、補足説明を省略し、

質疑に入ります。質疑のある方。

　安藤委員。

○安藤薫委員　この案件は指定管理者の

選定に向けて、来年の切りかえというこ

とですけれども、その指定管理の仕方な

ど、変更するという中身と思っておりま

す。

　今回、特に特徴的なのは、これまで直

営のときから委託していた事業者に継続

して今までは指定管理をお願いしてきた

ところを、今後、公募をかけるというこ

と、それから、利用料金制度を導入する

という、この２点が主な特徴ではないか

なというふうに思います。

　それで、これまで使用料と言っていた

ものを、利用料というふうに言いかえを

されておられます。使用者を利用者とい

うふうに言いかえをされております。利

用料金制度の導入に基づいて、このよう

な言葉の言いかえがあるのかなというふ

うに思うわけですが、この辺の言いかえ、

それから、利用料金制度を導入する理由

についてお聞かせをいただきたいという

ふうに思います。

　利用料金制度、それから、公募につい

ての考え方。この２つの特徴を公募を今

回かけていく、それから、指定管理の契

約は利用料金制度にしていくということ

についての理由、その点、最初にお聞か

せいただきたいと思います。

○大澤千恵子委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　使用料から、

利用料金に変更ということでございます

が、利用料金制度には、何点かのメリッ

トがございまして、今回の条例改正につ

きましては、平成２６年４月に指定管理

を再指定するものでございますが、多額

の使用料を伴う指定管理施設につきまし

ては、他市のほうでございますけれども、

利用料金制度が導入されておりまして、

実質的な市の歳出削減、また、指定管理

者の収入の増、自主的な経営努力が発揮

しやすい、会計事務の効率化が図りやす

い及び効率的かつ効果的なサービスの提

供が期待できるなどがメリットでござい

まして、この点から条例の改正を行って

いるところでございます。

　もう１点の公募に関してでございます

が、あくまでもこの部分につきましては、

民間のノウハウを利用いたし、競争性を

働かせたいということでございます。
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○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　今、ご説明をいただいた

のですけれども、指定管理者制度の考え

方というのが、この間、指定管理者導入

をされてから、もう８年になるのでしょ

うか、この間でもいろいろ揺れ動いてき

たのはご承知のとおりだと思います。

　全国の公の施設の指定管理者化が進ん

でいく中で、料金とコスト削減だけに着

目した指定管理者の選定については、い

ろいろな市民サービスの逆に低下を招い

ているというようなケースがあって、料

金のみ、コスト削減のみに着目したよう

な指定管理者制度、指定管理者の選定は

やらないようにと、市民サービスの向上

という観点が大事だというのは、これは

平成２２年１２月だったと思いますが、

総務省のほうから通達も出ているかと思

います。

　そうした中で、今、利用料金制度につ

いて効率の問題等お話をいただいたわけ

ですが、市民にとって利用料金制度をす

ることによって、どんなメリットがある

のか。

　それから、効率のことをおっしゃいま

したので、これまで指定管理料として指

定管理者に委託をお願いしていたわけで

すが、利用料金が直接指定管理者に入っ

ていくということになります。

　そうなることによって、利用料金と指

定管理料という、２つの種類のお金が指

定管理者に渡るということになるかと思

うのですが、事業者にとってみると、そ

れがどういうメリットがあるのか。

　それから、市として効率のことをおっ

しゃったので、市として市民サービスの

向上に加えて、市としてのコストの問題

でどのようなメリットがあると考えてお

られるのか、その点をお聞かせをいただ

きたいなというふうに思います。

　それから、一緒に聞いておきたいと思

いますが、指定管理者については、選定

は、公の施設をお願いしていくわけです

から、その選定や、それから、運営の状

況については、市民の目線でしっかりチェッ

クをしていくこと、それから、公の施設

ですので、その運営や方針を決めていく

責任は、摂津市にあります。業者任せに

ならないようにということも非常に大事

なことであります。

　そういう点からも、この間も市民図書

館の指定管理者制導入のときにも、かな

り議論をさせていただきましたけれども、

モニタリングをどのようにするのか、モ

ニタリングの結果をどのように市民の皆

さんに公表していくのか、市として、そ

の指定管理者の運営をどう評価するのか、

どのように市民サービスの向上に役立て

ていくのかという議論が非常に重要になっ

ていると思います。

　今回、新たに切りかえになっていくわ

けですので、これまでの８年間の指定管

理者で、利用料金制度を持ち込まずにやっ

ていた中身についても、きちんとしたモ

ニタリングであったり、評価をした上で、

進めていく必要があるのではないかと思

いますけれども、その点のこれまでのモ

ニタリングの結果であるとか、モニタリ

ングをどのようにしてきたのか、どのよ

うに公表してきたのかについてもお聞か

せをいただけたらと思います。

○大澤千恵子委員長　日垣課長。

○日垣文化スポーツ課長　まず、１点目

の市民にとっての利用料金制度のメリッ

トでございますが、多様化するニーズに

より効果的、効率的に対応ができるとい

うことが１点でございまして、あと、サー

ビス内容、維持・向上のほうも図られる

ということでございます。

　２点目の利用料金と指定管理料の２本
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立てにつきましては、指定管理者に収入

が入るということでございます。

○大澤千恵子委員長　市民にとってどの

ようなメリットがあるのかと、それから、

その指定管理者の管理料と利用料を重複

していただいているところに関して、こ

の企業に関しては、どのようなメリット

があるのかを、端的にまとめていただい

て、宮部部長お願いします。

○宮部生涯学習部長　まず、今回、来年

度再指定するに当たりまして、公募する

ことになった。

　それから、利用料金制を導入すること

になったということでございますけれど

も、前回は、平成２３年４月に再指定い

たしております。その折には、既存の指

定管理については、非公募ということで

特命でやります。

　それから、新たな施設については公募

ということで、図書館は、第１次改訂版

にそって、そういう指定をいたしました。

　今回、それから３年の間に、再指定の

ときにということで、この指定管理者制

度導入に関する指針、第２次改訂版とい

うのが、平成２５年３月に策定され、公

表されました。

　議員の皆様もごらんいただいていると

いうふうに考えております。

　この中で、原則、基本的には公募とい

うことでございます。

　この体育施設につきましては、第２次

改訂版にそって公募、それから、この指

針の中に利用料金等の取り扱いといたし

まして、この利用料金制度を活用するこ

とによって、指定管理者の施設運営に対

して、インセンティブが働き、結果とし

て、市民サービスの向上に結びつくと考

える施設については、積極的に同制度を

活用するものということで指針をいただ

いております。

　私ども、温水プールにつきましては、

今、施設の使用料と、それから、温水プー

ルの教室参加料という形で運営をいただ

いておりまして、一定の事業収入が見込

めるということでございます。

　今まで随意契約いたしておりますと、

指定管理料をお支払いいたしまして、利

用料等につきましては、市の歳入となっ

ております。

　最終的に指定管理料につきましては、

清算方式という形で返還いただくシステ

ムになっております。

　そうしたシステムの中では、指定管理

者が努力されましても収入は全て市の収

入になりますし、それから、経費削減、

努力した結果も市の歳入になるというよ

うなことになってまいります。

　そういたしますと、その制度で言いま

すと、一定事業はやっていただいており

ましても、その指定管理者にとって努力

した甲斐がないと言いますか、新しい事

業をやろうというインセンティブが働か

ないというようなことになってまいりま

す。それで、その指定管理者が工夫した

り、あるいは、努力して収入がふえると

いう、そういう期待できる施設は利用料

金制を導入することによって、事業が拡

大されますから、もって市民のサービス

の向上につながるというふうに考えてお

ります。

　このあたりがメリットであろうと思い

ます。

　それから、利用料金制を導入いたしま

すと、指定管理料につきましては、従来、

市がお支払いいたしておりました指定管

理料、具体的には、温水プールは７，９

００万円ぐらいの指定管理料をお支払い

いたしております。

　市の歳入といたしまして、プールの使

用料７００万円、教室の参加料が約４，
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０００万円ということで、４，７００万

円の市としての収入がございます。

　この施設を、利用料金制で指定管理す

る場合には、現在、その差額の７，９０

０万円と４，７００万円でいきますと、

３，２００万円が基本的な額になると思

いますけども、このあたりは、指定管理

を応募した場合に、その指定管理の申込

者が、この施設であればこれだけの費用

がかかる、これだけの自分たちの事業を

することによって、収入が入る、その差

額をもって指定管理料の申し込み金額と

いう形で応募いただくということになろ

うかと思います。

　そういたしますと、その段階で、指定

管理者が事業拡大を考え、なおかつその

収入が費用と収入をもって一定の指定管

理料でいけるということになりますと、

現在の清算方式の指定管理よりは、その

歳出と歳入の差額よりは、指定管理料と

しては経費の削減ということが図られる

であろうというふうに考えております。

　そういったことから、市民サービスの

向上、それから、我々にとりましては経

費の削減、事業者にとりましては収入が

上がればそれだけ儲かるというふうなこ

とになろうかと考えております。

　そういったことで、今回、基本的には、

この指針に基づきまして、公募、それか

ら、利用料金制の導入ということで考え

たものでございます。

　今回、条例改正させていただいており

ますけれども、まず、この温水プールを

来年４月にどうしていくかという基本的

なものがございまして、その場合、利用

料金制ということをこちらでお決めさせ

ていただきまして、今回、その条例整備

ということで挙げさせていただいており

ます。

　今後、募集要項の作成、それから、今、

安藤委員がおっしゃいました指定管理者

の制定のための選定委員会の立ち上げ、

指定管理者の選定、そして、議会の承認

ということになってこようかと考えてお

ります。

　それから、その選定や運営方針、よく

言われますけれども、業者任せにならな

いようにということでございますけれど

も、このあたりにつきましては、選定に

つきましても、それから、運営につきま

しても、それから、評価モニタリング、

この部分は、図書館の指定管理を見てい

ただければおわかりいただけると思いま

すけれども、四半期に１回、第三者機関

である市民図書館等協議会の方にモニタ

リングいただいております。

　我々は行政として、運営協議をいたし

ておりますし、協議会には市民代表の方

に入っていただいております。

　また、ホームページも逐一公表もさせ

ていただいております。

　温水プールが公募で選定されました暁

には、この図書館と同様のモニタリング、

それから、公表と申しますか、そういっ

たことはやってまいりたいというふうに

考えております。

　それから、この８年間の評価というこ

とでございますけれども、前回、指定い

たしますときに、一定の評価をさせてい

ただいております。

　これは、前回ですと、その平成１８年

から平成２２年度までの５年間の評価と

いうことで、温水プールにつきましては、

最終、点数だけで申しますと、５点以上

があることという、継続の基準というの

がありまして、その中で算定いたしまし

たのは、平均５．５点ということで、適

切であるということで、再指定させてい

ただいているということでございます。

　今回の３年間につきましても、同様に
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評価させていただくものと考えておりま

す。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　指定管理者の制度導入に

関する指針が先日出されて、今、部長か

らもご説明をいただいて、提言の中にも

利用料金制度の導入については、お話が

ありましたように、サービス向上、それ

から、利用者の負担の軽減、これが期待

できるような施設においては積極的に利

用料金制度を導入していくということで

あります。

　今、ご説明いただきますと、利用料金

制にすることによって、事業者が頑張れ

ば頑張った分、自分たちの収益がふえる

ので、それが市民サービスの向上であっ

たり、もしくは利用料金、今、お話があ

りましたけれども、水泳教室の料金単価

が下がるとか、温水プールの利用料が時

間当たりの金額が下がるとか、いうこと

につながっていくというふうに理解して

いいのかどうか、そういうことかなと思

うのですけども、その点はどうなのかお

聞かせいただきたいということです。

　それから、前回の切りかえのときに、

温水プールの評価をしていますと、おお

むね合格点だというようなお話がありま

した。

　ただ、サービス向上をやっていく上で、

まだ、利用料金制度を導入するというこ

とですから、まだ、温水プールの運営の

仕方であるとか、サービスの提供の仕方

ということについては、市としては、やっ

ぱり、まだ、不十分だというふうにお考

えになっているからこそ、この利用料金

制度を導入してやるべきだというふうに

考えておられるのかなと、ちょっと私は

思ったりするわけですが、温水プールは、

少なくとも摂津市の施設でありますし、

摂津市が、市民の皆さんの水泳を通して

の体力増強であったり、社会教育、生涯

学習の一環として提供する施設だと思う

のです。

　そういう点では、市として温水プール

をどういうふうに運営していくのか、ど

んな方針をもつのかという大きな指針が

なくては、民間の方々への努力とインセ

ンティブだけで責任を果たしているとい

うふうに思えないわけなのです。

　どんなことを利用料金制度によってサー

ビス向上が足りないと思っておられるの

か、どんなことをもっとサービス向上を

していくために、この利用料金制度を導

入しようとしているのか、その辺のお考

えはおありなのかどうかお聞かせをいた

だけないかなというふうに思います。

　それから、市の関与として、これまで

こういう使用料にかかわるものについて

は、市の施設ですが、今、何度も繰り返

して申しわけないのですけれども、市の

施設ですから、市民負担の利用料とか、

使用料については、市が決めて、その金

額に基づいて指定管理者に運営をしても

らっているというのが、これまでのルー

ルだったと思いますけども、今の利用料

金制度、頑張った分、利用料金収入が事

業者にふえていくという考え方からしま

すと、市民に対する利用料金の単価は、

指定管理者の裁量で決めていくことになっ

てしまうのかどうか、その点のお考え方

をお示しいただきたいと思います。

○大澤千恵子委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　まず、利用料金の

件でございます。

　今回も条例改正させていただいており

ますけれども、利用料金につきましては、

指定管理者が定めるということになって

おります。

　ただ、その利用料金を定めるにつきま

しては、今回の改正では別表に掲げる範
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囲内において指定管理者があらかじめ市

の承認を経て定めるものとするという改

正を入れております。

　別表と申しますのは、現在の利用料金

体系の表ということでございますので、

指定管理者がその条例の利用料金よりも、

高い金額で利用料金を設定するというこ

とはできないということになっておりま

す。

　それから、その範囲内ということでご

ざいますから、市長の承認を得れば、こ

の利用料金よりも低額な金額で設定もで

きるということになっております。

　その利用料金制を導入したことによっ

て、現在の利用料金、それから、教室参

加料が市民にとってより安い価格で提供

できるかというお話でございますけれど

も、そのあたりにつきましては、条例上

は、それは可能ということになります。

　これは、事業者の戦略として価格を下

げて、入場者、水泳教室参加者をふやす、

それも一つの戦略でございます。それは、

事業者の申し出があって、私どもが一緒

に協議させていただくということになろ

うかと思います。

　それから、利用料金制度導入するとい

うことは、現在の温水プールのサービス

が不十分と考えているのかというご質問

でございます。私ども、この温水プール

を運営するにつきまして、お任せで業者

に依頼しているわけではございません。

　温水プールの運営につきましては、指

定管理の基本協定書を締結いたしまして、

毎年、毎年、年度協定を結んでおります。

それから、事業報告書、あるいは、収支

報告書もいただいておりますし、逐次協

議もさせていただいております。受付等

につきまして、改善点のご指摘は、今ま

で受けておりますけれども、逐次、指定

管理者と協議いたしましてそのあたりも

改めながら運営をいたしております。

　現行の中で不十分と考えているのかと

いうことであれば、不十分ではないとい

うふうに考えております。ただ、改善点

はたくさんあるだろうというふうに思っ

ております。

　それから、温水プールの運営指針とい

うことでございますけれども、これは、

温水プールにつきましては、昭和５７年

から運営をいたしておりまして、運営形

態は直営、あるいは委託、指定管理とい

うふうに変わってきております。

　温水プール自体の運営ということにな

りますと、市民プールが閉鎖になりまし

て、その摂津市内の公立のプールという

のは、唯一の施設でございます。

　我々といたしましては、そういったこ

とから、できるだけたくさんの市民の方

に安全に利用していただけるような施設

ということで運営を考えております。

　その方針につきましては、開設以来と

言いますか、新しく利用料金制度を導入

いたしましても変わることはないという

ふうに思っておりますので、よろしくお

願いしたいと思います。

○大澤千恵子委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　ちょっといろいろお聞き

していても、利用料金制度でインセンティ

ブが働いて、指定管理者の方々が工夫を

してサービス向上につながる、結果的に

そうなるということは、私もそれは望み

たいことだと思うのですけども、必ずし

も、では、サービス向上になるのか、そ

の利用料金の収入は事業者の責任で、自

己責任でやってくださいよという形で、

丸投げしているようなふうにも取れなく

もないです。

　例えば、利用料金を下げて、お客さん

を増やそうということになれば、当然、

人を増やさなければいけませんので、そ
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の指定管理者のいろいろな固定経費とい

うのも膨らんでいきます。その辺の損益

分岐点というのは、大体、決まってくる

ものであって、しかも、その摂津市の市

民の皆さんの人口であったり、子どもの

数であったり、同時にプールを利用され

ようとしている人たちの数であったりと

いうことも考えていきますと、そんなに

バラ色のことばかり考えていてもいけな

いのではないかなと思うのです。

　サービス向上を求めたりしていくとい

うことは、そもそも摂津市の責任でやる

べきことだと思うのです。

　利用料金制度でインセンティブで事業

者にお願いするのではなくて、市として

こういった改善をしてほしい、市が主体

的にプールの運営ですとか、それから、

生涯学習スポーツにかかわる考え方に基

づいて進めていく必要があるのではない

か。あえて利用料金制度を持ち込むこと

によって、市としての責任が大きく後退

するような気がして、私はならないと思

うのです。

　例えば、今、部長がおっしゃいました

けれども、市民プールが廃止されてから

かれこれ１０年ぐらいになります。

　当時は、多くの市民の皆さんが、大事

な子どもたちの夏の居場所として年間５

万人ほど利用されていたという、近隣の

市からもたくさんの利用者があった市民

プールを廃止しないでほしいという大き

な運動も広がりました。

　議会でもさまざまな議論が行われて、

当面、市民プールは建てかえはできない

けれども、今後、幼児用プールを中心に

して整備をしていくような課題として認

識をされて答弁をしてこられたかと思う

のです。

　これから、暑い夏を迎えて、摂津の子

どもたちが行くプールというのは、摂津

市内ではなくて温水プールしかないとい

うような状況の下では、どう考えていこ

うとしているのですか。温水プールとい

うことにしてもなかなか今、出てきてい

ないというのが現実だと思うのです。

　そういう点でいうと、温水プールにつ

いても、私は民間に丸投げをしてしまっ

て、お金がふえるかもしれないので頑張っ

てやってくださいよというようなやり方

になるよりは、市としてしっかりと、私

は、それであるならば、直営で持って、

自分たちの奉仕に基づいて運営をしてい

くというような立場にたつべきだという

ふうに思います。

　その点、最後、市としての責任の問題

について、もう一回だけ答弁していただ

きたいと思います。

○大澤千恵子委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　利用料金制をする

ことによって、丸投げというようなご意

見をいただいておりますけれども、利用

料金制も指定管理をする中での一つの制

度ということでございます。

　平成１８年から指定管理を導入いたし

まして、決して私どもは丸投げではない

というふうに考えております。その中で、

市の責務を果たしてきたところでござい

ます。

　利用料金制を導入することによりまし

て、より市民の方に良好なサービスを提

供いたしまして、サービスの向上に努め

たいというふうなことで、この利用料金

制を導入することでありまして、決して

丸投げ、あるいは、責任放棄ということ

ではないというふうに考えております。

○大澤千恵子委員長　安藤委員、これか

ら公募をするということでございますし、

その中で、市のほうとしても、これから

詰めていかないといけないところ、また、

市のほうとしても指定管理者に対して、
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このインセンティブを使ってサービスの

向上に努めてもらうように、そういう業

者を選定していくということでございま

すので、このあたりにしていただいてよ

ろしいでしょうか。

　安藤委員。

○安藤薫委員　私の意見は、先ほども申

し上げましたけれども、もちろん今まで

の温水プールの指定管理者での運用につ

いて、摂津市が何の責任も果たしていな

いとかいうようなことは言っておりませ

ん。設備の改善であるとか、改修もして

おられますし、市民の声を聞いて、例え

ば、受付の対応についても、指定管理者

と話をしていただいて、改善を図る努力

もしていただいているということは、認

識をしております。

　ただ、利用料金制度を導入することが、

今度は、市としてサービスを向上してい

こうというときに、非常に市の責任が後

退するのではないかなという危惧を持っ

ております。

　そのことだけ申し上げて終わっておき

ます。

○大澤千恵子委員長　ほかよろしいでしょ

うか。

　柴田委員。

○柴田繁勝委員　この条例に関して、今、

安藤委員からそれなり問題提供を指摘さ

れたわけです。

　私は、端的に見て、使用料が利用料と

いうことになるのは、公的な立場で使う

お金を集めるのは使用料、民間的と言い

ますか、指定管理者制度になれば、利用

料という言葉の、それぐらいのニュアン

スの違いかなと思っていたのですが、こ

の内容を聞いていますと、この利用料と

いうのは、ある意味では、横にだんだん

広がっていく、いい意味にも、悪い意味

にも広がっていく可能性のある料金体系

を考えておられるのかなというふうに思

うわけです。

　１つお聞きするのですが、摂津市公の

施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例というのは、これ出ているのです

けど、この中では、使用料または利用に

関する料金の収入の実績ということになっ

て、隣は、使用料の収入の実績、それじゃ

あ、今、利用料というふうに変えられる

けど、ここであえて使用料というのは、

どういうものを指しておられるのかとい

うことがまず聞きたいわけです。

　それともう一つは、今回、こうして条

例を変えられる、また、指定管理者に公

募をかけられる。私は、このことは悪い

ことではないと思っています。

　ただ、悪い言葉で言うと、指定管理者

にやりたいようにやって、ひとつ温水プー

ルの運営をお願いしますということで、

結果的に市民に重たい負担がかかってく

ると、料金の改定だとかいろんなことに

つながってくるということになれば、温

水プールの持っている意義というものが

どうなのかということ。

　先ほど、温水プールは、スポーツ振興

ということが第一でしょうけれども、摂

津の温水プールの実態は、やっぱり高齢

者なり、子どもなり、身体の弱い人なり

が、やはりここでリハビリ、そして、ま

た、健康を増強するというようなことで

の役割が、大きな一部を占めているので

はないかなと、そういう中での温水プー

ルであるということも認識していかなけ

ればならないのではないかと思うのです。

　その中で、単純に新しい事業をやりま

すからと言うて、どんどんそれを取り入

れられることによって、今日まで、あの

温水プールでお年寄りの健康管理だとか、

リハビリだとかいうことに有効活用され

ている個々の方々の利用範囲が縮められ
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てしまうというようなことが起こってく

るときには、やはり、今日の温水プール

が、レジャープールをなくしてきて後、

存続させてきた意義というものをもう少

し考えていくべきではないのかなという

ふうに思うわけであります。

　その辺について、温水プールが、これ

からいい意味での運営をされていく中で、

料金につきましても、それから、いろい

ろな問題につきましても、市としての一

定の基本的な考え方を指定管理者と十分

詰めた中で、その中で、しかも指定管理

者が考えておられるお考えが、市民サー

ビスに大きく貢献できる、または、市と

してもお任せしてよかったというような

考え方になっていかなければならないの

ではないかと思うのですが、再度、その

ことについて、今後、この温水プールと

いうものをどのように市の施設としての

位置づけを考えておられるのかというこ

とを聞きたいと思います。

　この２点です。

○大澤千恵子委員長　日垣課長、よろし

いですか。

○日垣文化スポーツ課長　附則の第３項

の改正の理由でございますが、従前は、

利用料金制度を導入している施設がなかっ

たために、収納委託等を行っておりまし

て、使用料の収入実績について、報告事

項としてしていたところですが、今回、

温水プールの利用料金制度を導入するに

当たりまして、利用料金は、指定管理者

の収入となるものの、利用料金の収入実

績を市としても把握しておく必要がある

ことから改正をしたものでございます。

　２点目の今後の指定管理者の、市とし

ての考え方、位置づけでございますけれ

ども、体育施設全般ではございますけれ

ども、本市といたしましては、施設がよ

り効果的、効率的に運営されるとともに、

サービスの内容の維持・向上が図られ、

かつ経費の節減を図っていくようにした

いと考えております。

○大澤千恵子委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　１点目の使用料は、

何を指しているかという質問でございま

したけれども、利用料金制度を導入する

までは、使用料というのは、市の歳入に

なります。

　それから、利用料金というのは、指定

管理業者の収入となります。その違いが

大きくございます。

　施設の利用料金は、指定管理者の収入

となりますから、指定管理者が定めるこ

とができるということになります。

　それから、指定管理者の収入でござい

ますから、減免につきましても、指定管

理者が減免することができるということ

になります。

　ただ、先ほどご説明いたしましたよう

に、指定管理者が何でもかんでも自由に

なるというような受け取り方になるわけ

でございますけれども、利用料金につき

ましては、先ほどご説明いたしましたよ

うに、条例の定める上限の範囲内で定め

ることができる。

　それから、減免につきましても、条例

に定めております。

　その減免につきましては、教育委員会

規則の定めにのっとって減免するという

ようなことになっておりますので、指定

管理者が、例えば、利用料金でございま

したら減免とか、そういうものを、自由

に決めるというわけではございません。

そのあたりは、一定、条例の制限がござ

いますし、それから、基本協定書、年度

協定、仕様書の中でそういったことは細

かく決めていくということになろうかと

考えております。

　それから、どのような施設等にしてい
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くということでございますけれども、摂

津の温水プールにつきましては、スポー

ツの推進だけではなくて、条例上も市民

の健康と体力向上に寄与するために温水

プールを設置するという、設置条例がご

ざいます。

　その中で、減免につきましても、身体

障害者でございますとか、被爆者でござ

いますとか、そういった方々に減免規定

がございます。

　この減免規定見直しにつきましては、

市全体の使用料、あるいは、減免基準の

見直しの中で、見直していくということ

になろうかと思いますけれども、現状に

つきましては、摂津市の温水プールのお

かれたこういった状況に照らして減免も

考えていかなければならないというふう

に思っております。

　そういったことから、この温水プール

につきましては、単にスポーツ推進だけ

ではなく、柴田委員のご質問にございま

したように、市民の健康を図るためにそ

ういった運用を、指定管理を導入いたし

まして、利用料金制度を導入したといた

しましても、同様に進めてまいりたいと

考えております。

○大澤千恵子委員長　柴田委員。

○柴田繁勝委員　何か、私の質問に答え

ていただいたのかどうか、尋ねているほ

うがちょっとおかしいのかもわかりませ

んが、この中で、使用料の収入の実績と

いうところを、改正案では、使用料、ま

たは利用に係る料金の収入の実績と、こ

この使用料というのは何かということで、

どんなものを指しているのかということ

を聞いているのです。

○大澤千恵子委員長　宮部部長。

○宮部生涯学習部長　大変、申しわけご

ざいませんでした。

　使用料ということにつきましては、温

水プールですと入場料、それから体育館

ですとその施設の使用料ということになっ

てまいります。

　この今回の条例改正に挙がっておりま

す附則の第３項につきましては、公の施

設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例というのがございまして、この条例

の中で、事業者は、使用料について、収

入実績を報告するということになってお

ります。

　今までは、課長が答えましたように、

利用料金制を導入した施設がございませ

んでしたので、使用料ということで済ん

でおったわけでございますけれども、今

回、この利用料金制を導入することにい

たしますことから、使用料及び利用料金

ということで改正させていただいたとい

う、この温水プール条例の一部を改正す

る条例の制定をもって、公の施設の指定

管理者の指定の手続等に関する条例を改

正させていただいたということでござい

ます。

○大澤千恵子委員長　柴田委員。

○柴田繁勝委員　よくわかりました。

　これは、あくまでも温水プールの条例

の中ではなしに、指定管理者の条例の中

に入れないといけないということで、使

用料、または、利用料に係るということ

になったということになったと。

　だけど、温水プールについては、利用

料であるというふうに理解してよろしい

ですか。よくわかりました。

　私もちょっとこれが参考資料として出

てきたものですから、この辺の語句を聞

いてみたかった。

　それから、今、部長もおっしゃってい

ただいた温水プールの本来の目的という

んですか、スポーツ振興だけではなしに、

健康管理だとか、健康増進だとか、いろ

いろなことをもって、摂津市はいろいろ
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あっても今日まで存続してきた施設であ

るし、これからも、これは一つの摂津市

の大きな事業として存続していただきた

いという気持ちを持って述べているわけ

です。

　これから、また、温水プールの建て替

え等も含めて、これは時期がくればそう

いうことにもなりましょうし、だから、

そういうことで、ただ、指定管理者に任

せたらユニークな方法で、いろいろ収益

を上げることを考えてくれはるというこ

とは大事です。

　だから、それはやってもらわないとい

かんのですけれども、その陰に隠れた高

齢者なり、こうした健康管理であのプー

ルを楽しみにしている人が、少しでも阻

害を受けるということになったときに、

十分な話し合いをしてもらえるような機

関はつくってもらわないといけないので

はないかと。

　一例を挙げたら、どこへ行ってきまし

た、いや今、プールにいってきました。

私は年寄りやけど、ほんまに腰痛いのが

治りますわというようなことを言うては

る人もあるし、あのプールが市民に非常

に親しまれているのだなということを実

感するわけです。

　そういうことを聞くと、やっぱりいろ

いろ費用は要るけれども、温水プールと

いうのは、存続すべきなのかなという感

じは、我々は抱くわけですから、それが、

行政としては、特にそういうことを十分

考えていただいて、やっぱり、これから、

温水プールをどう維持管理し、また、ど

のように市民とのサービスなどを含めて

提供していくのか。

　それから、先ほど安藤委員も言われた

ように、利用料でいろいろなイベントを

やることによって、収益が４，７００万

円あると、うちは委託料が７，９００万

円だと、その差額をお渡しするというこ

とになるのです。

　それは、一番いいのは、指定管理者が

市民にもサービスはできる、そして、自

分たちの考えていることで、今の料金体

系を崩さずに努力して、しかも市からの

繰入金、委託料を限りなくゼロにしても

らえるというような方法があるのであれ

ば、私は、ぜひ、それを採用してくださ

いと言いたいですけれども、なかなかこ

れは難しいこと。

　だから、指定管理者の努力ということ

もありますけれども、その中で働いてい

る人が搾取されているというようなこと

になっても、これも本当の努力かどうか

ということにもなりますので、その辺は、

今後、温水プールを維持管理していく中

で、十分、詰めてほしいということを要

望としてお願いしておいて質問終わりま

す。

○大澤千恵子委員長　川端委員。

○川端福江委員　１点だけですけど、今

回、この条例の一部を改正する条例制定

を出されているのですけれども、今まで

ずっとやりとりを聞かせていただいて、

私は、ここで質問するつもりはなかった

のですけど、やっぱり私たち委員にとり

ましては、市民の方が、メリットがある

のかどうかです。

　これから、行政の方に委ねたりして、

行く行くはそういう市民の方の料金が下

がるというか、値下げをするみたいなそ

ういうふうな方向もあるやも、話もお任

せするのだから、そのやりとりの中で、

入場者が多かったり、利用される方が多

かったりしたら、そういうこともあり得

るというお話もありました。

　それは、これから、指定管理者で委ね

てしますから、そこの裁量でしょうけど、

でも、市としてもやっぱりそういう方向
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で持っていってもらいたいと、いつ、ど

れくらいというのはお任せですけれども、

また、料金を下げる方向で持っていって

もらいたいというような、そういった一

点でもなければ、そういったきちんとし

た市としての思いがなければ、本当に、

これ賛成するのは難しいなと思いますの

で、そういう確約がわからないですけれ

ども、そういう、私たち委員としては、

この条例が改正するに当たって、市民に

とって、益になるのかどうなのかという、

市民にとってどうなのかという観点が一

番大事ですので、その点、ちょっと。

　そういった感覚と言いますか、そういっ

た思いでこれから、今後、進めていただ

くのなら、取り仕切っていただきたいな

と思いますので、その点だけちょっと申

し上げておきたいな思います。

○大澤千恵子委員長　先ほどから、安藤

委員も副委員長も川端委員も言われてい

るように、市民サービスの向上につなが

るような、業者選定というか、公募の選

定をしていただきたいなというふうな要

望ということで捉えさせていただいて、

よろしくお願いいたします。

　他にありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　質疑なしと認め、

質疑を終わります。　

　暫時休憩します。

（午前１１時３７分　休憩）

（午前１１時３８分　再開）

○大澤千恵子委員長　それでは、再開し

ます。

　討論に入ります。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○大澤千恵子委員長　討論なしと認め、

採決します。

　議案３６号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○大澤千恵子委員長　全員賛成。よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　続いて、議案第４２号について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○大澤千恵子委員長　全員賛成。よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　続いて、議案第４３号について、可決

することに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○大澤千恵子委員長　賛成多数。よって

本件は可決すべきものと決定いたしまし

た。

　これで本委員会を閉会します。

（午前１１時３９分　閉会）

　委員会条例第２９条第１項の規定によ

り署名する。

　文教常任委員長大　澤　千恵子

　文教常任委員柴　田　繁　勝
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